
令和8年度 奈良県森林施策の概要 ver.1

～森林と人との共生を図るために～



1 奈良県の森林・林業

区分 奈良県 全国平均 順位

森林面積（民） 269千ha 370千ha 28位

森林蓄積（民） 81,751千㎥ 90,631千㎥ 22位

１ha当たり蓄積（民） 304㎥ 251㎥ 14位

人工林面積（民） 168千ha 167千ha 22位

人工林率（民） 63% 45% 6位

林業算出額 20.0億円 101.5億円 38位

木材生産額 14.2億円 50.4億円 34位

栽培きのこ類生産額 4.5億円 49.4億円 40位

本県の森林は、日本一の多雨地帯である紀伊半島のほぼ中央に位置し、近畿の主
要河川の重要な水源地帯となっています。流域単位では北部の大和川・淀川水系、
中部の紀の川水系、南部の新宮川・北山川水系に分かれます。

1．森林の位置

森林面積は283千ha、林野率は県土面積369千haの77 ％で、うち民有林が269千
haと95％を占めています。

2．森林資源の内容

民有林の１ha当たりの森林蓄積量は304㎥、人工林率は63％となっています。
R4.３時点のデータでは※1、１ha当たりの蓄積は全国第14位、人工林率は全国第6位
となっています。

3．民有林の森林資源

奈良県の森林と林業

大和・木津川地域
地域面積： 134千ha

森林面積： 68千ha

人口 ：1,226千人

吉野地域
地域面積：94千ha

森林面積：79千ha

人口 ：54千人

北山・十津川地域

地域面積：141千ha

森林面積：136千ha

人口 ： 5千人

県土面積 369千ha

森林面積 283千ha

森林蓄積（民）81,751千㎥

平均蓄積（民）304 ㎥/ha
人口 1,285千人

吉野川上流地域（川上村,東吉野村,黒滝村）は「吉野林業地域」と呼ばれ、集約
的施業によるわが国有数の優良材生産地です。

4．吉野林業

吉野林業の特徴

・日本最古の造林（1500年頃） ・大阪城、伏見桃山城の普請材

・密植多間伐・長伐期の育林技術・生産材は年輪幅が狭く均一で幹は通直・完満・真円

東吉野村小（明治～大正） 川上村白川渡

1 ※1全国平均・順位は：森林資源現況総括表（令和4年3月31日現在）より ※2林業算出額：令和6年林業産出額より

森林面積・蓄積R8.4時点 人口：奈良県推計人口調査（年報R6.10時点）

※1 ※1

※2



2-1 新たな森林環境管理制度

長引く林業の不振等により、間伐等の保育面積が減少した結果、施業放置林が増加し、林業の収益をもって森林環境を維持することが困難となってきました。
そのような中、奈良県は平成28年にスイスのリース林業教育センターと友好提携を締結する機会に恵まれたことから、スイスの森林環境管理を参考とし、新たな森林環境管

理制度を検討、令和2年3月にその方向性を定める「奈良県森林環境の維持向上により森林と人との恒久的な共生を図る条例」を制定しました。

1．検討の経緯

長引く木材価格の低迷等により、施業放置林が増加
→ 森林の公益的機能が低下 ＋ 地球温暖化による記録的豪雨の増加

■新たな森林環境管理制度の検討（H29~）
・スイスの森林環境管理を参考
・森林の多面的機能をいかなる状況の下でも恒久的に発揮しつづけるため新たな挑戦

■奈良県森林環境の維持向上により森林と人との恒久的な共生を図る条例
■奈良県県産材の安定供給及び利用の促進に関する条例（ともにR2.3制定）

■奈良県森林環境の維持向上及び県産材の利用促進に関する指針
（第1期R3.3制定・第2期R8.3制定）

■奈良県フォレスターアカデミー開校（R3.4）

●紀伊半島大水害（H23）
・県内で約1,800箇所（深層崩壊54箇所）
の土砂崩壊が発生

・死者15名、行方不明者9名

改めて森林環境管理の重要性を認識

経済と環境が両立するスイスの森林管理

R2~

スイスの森林環境管理

高い知識と権限を有するフォレスターが、森林の有する「生産・防災・生物多様性・レクリエーション」の４つの
機能を重視し、多種多様な森林を自然の力を最大限に活用して育成することにより、経済性と環境保全が
両立する「恒続林施業」と言われる持続可能な林業経営を実践している。

【恒続林施業】

収穫が手入れになる伐採（択伐）と、自然に発芽する樹木（天然更新）を森林管理の基礎とし、在来
樹種で構成される広葉樹と針葉樹の混交林を、日光がよく入るように意識して育成する林業経営である。生
物多様性などの「公益的機能の確保」と、多品目少量生産と投資コストの抑制とにより、「経営の安定化」を
両立させることを目標としている。

【フォレスター】

★ フォレスターは、スイスの林業教育センターで専門教育を
受けた者に与えられるスイスの国家資格。
★ フォレスターは、主に州や市町村に雇用される公務員で
あり、１人当たり約1,000～2,000haの同じ森林を定年
まで管理する。

木材価格の低迷等 保育面積の減少 施業放置林の増加
森林の公益的機能

の低下

施業放置林

2

リース林業教育センター
との友好提携 指針



2-2 目指すべき森林の姿

奈良県では、森林の多面的な機能を「森林資源生産機能」「防災機能」「生物多
様性保全機能」「レクリエーション機能」の4つに区分（森林の4機能）します。

また、森林の4機能の高度発揮を目的として県内の森林を「恒続林」「適正人工
林」「自然林」「天然林」の4つに区分し（目指すべき森林）、いずれかに誘導し
ます。

1．森林の4機能・目指すべき森林

特に県民が生活していく上で安全・安心の確保に努めるべき区域を「森林防災力
強化区域」とし、施業放置された人工林を混交林（恒続林・自然林）へ誘導します。

更に、脱炭素社会の実現に向けて、整備により発生した伐採木を搬出し、木質バ
イオマス燃料として発電利用に供することで、二酸化炭素排出量の削減を図ります。

2．混交林誘導整備事業

①恒続林（道路・集落近傍）

環境保全を主目的に、木材生産にも
資するよう、地域特性に応じた種類の
樹木が異なる樹齢・高さの状態となる

森林

森林資源生産 ★★★
防災 ★★★
生物多様性 ★★★
レクリエーション★★★

②適正人工林（恒続林より奥山）

適正に管理されているスギ、ヒノキ等
の人工林

森林資源生産 ★★★
防災 ★★☆
生物多様性 ★★☆
レクリエーション★★☆

③自然林（適正人工林より奥山）

スギ、ヒノキ等の人工林と地域特性に応じた種類の樹木が混交する、
自然の遷移により環境が保全される森林

④天然林

地域特性に応じた種類の樹木が維持

される森林

森林資源生産 ★☆☆
防災 ★★★
生物多様性 ★★★
レクリエーション★★★

森林の4機能のイメージ
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施業放置林 混交林
（恒続林・自然林）

十津川村 明日香村 下北山村 宇陀市

令和5年度には21市町村46ha、令和6年度には20市町村60haで混交林誘導整備事業を実施し
ました。今後は整備事業実施個所で効果調査を実施し、整備効果の検証を行います。

メニュー 内容

更新＋環境整備
（定性間伐）

群状択伐、環境整備（定性間伐）、広葉樹植栽、獣害防止施設設置、
（玉切、搬出、運搬（バイオ発電利用））

更新＋環境整備
（列状間伐）

群状択伐、環境整備（列状間伐）、広葉樹植栽、獣害防止施設設置、
（玉切、搬出、運搬（バイオ発電利用））

択伐＋樹下植栽
択伐50％以上、樹下植栽、獣害防止施設設置、
（玉切、搬出、運搬（バイオ発電利用））

気象害等被害森林整備
気象害等による被害を受けた森林における被害立木伐採、広葉樹植栽、
獣害防護施設設置、（玉切、搬出、運搬（バイオ発電利用））

植生回復困難森林植栽 植生回復困難森林における地拵え、広葉樹植栽、獣害防止施設設置



2-3 奈良県フォレスター

森林環境の維持向上に関する専門的な知識を有し、かつそれを実践できる技術、
技能を備えた人材を養成するため、吉野町飯貝に奈良県フォレスターアカデミーを設
置し、令和3年4月に開校しました。

令和3～7年度の森林管理職を除く卒業生の就職先としては、主に林業事業体
（25名）、森林組合（10名）等となっています。

1．奈良県フォレスターアカデミー

県ではフォレスターアカデミー（フォレスター学科）を卒業した県職員を「奈良
県フォレスター」として任命し、市町村に配置します。

奈良県フォレスターは、担当市町村に常駐し、長期間同一区域を担当することで、
その地域における森林環境管理に関する総合的なマネジメントを行います。

令和8年4月時点で18名の奈良県フォレスターを15市町村に配置しています。

【五條市、御所市、宇陀市、山添村、曽爾村、御杖村、吉野町、大淀町、黒滝村、
野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村】

また、令和9年4月には2名、令和10年4月には1名を、奈良県フォレスターとして
各市町村に配置予定です。

2．奈良県フォレスター

県職員
採用試験合格者

アカデミー
入学試験合格者

森林環境
管理士

森林環境
管理作業士

奈良県
フォレスター

森林組合
・事業体等

フォレスターアカデミー

森林作業員学科
(1年制)

↑編入可↓

奈良県フォレスター
（県職員）

◆ 奈良県フォレスターを同一市町村に長期派遣
◆ 奈良県フォレスターは県職員と市町村職員の身分を併任し、

県と市町村の業務に従事
◆ 奈良県フォレスターを派遣した市町村は伐採届の権限を県に

移譲
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フォレスター学科Forester 修業期間2年

森林の4機能（森林資源生産、防災、生物多様性保

全、レクリエーション）を総合的にマネジメントし、

従来の林業（施業管理）に加え、県土保全（環境管

理）の知識と技術を有する人材を育成します。

森林作業員学科Forest Technician 修業期間1年

川上から川下までの業界全体の流れをイメージす

ることができ、一つ一つの作業の意味を理解して森

林管理作業を行うことができる人材を育成します。

そのために必要な基本的知識、技術及び地域性を

持った技術的課題について学びます。

県 市町村

伐採届に

関すること

施業放置林整備

に関すること

市町村の森林整備

計画に関すること

奈良県
フォレスター

長期派遣

県職員の身分 市町村職員の身分

奈良県フォレスターの業務

フォレスター
学科

(2年制)

森林環境
管理士

就職先 人数

林業事業体等 25人

森林組合 10人

地方公共団体
（自然緑地管理）

3人

地方公共団体
（森林管理）

2人

地域おこし協力隊 1人

起業 3人

自営 3人

NPO団体等 1人

他業種 3人

計 51人



2-4 奈良県森林環境の維持向上及び県産材の利用促進に関する指針

奈良県森林環境の維持向上及び県産材の利用促進に関する指針（5ヶ年計画）
理念：「奈良県の豊かな森林と人が恒久的に共生する社会の創生」～森林と人との良好な関係を永続的に築き続ける～

奈良県森林環境の維持向上により
森林と人との恒久的な共生を図る条例

奈良県県産材の
安定供給及び利用の促進に関する条例

スイスを参考とした新たな森林環境管理制度を導入

■森林の4機能の高度発揮
■奈良県フォレスターの養成・設置
■目指すべき森林への誘導

県産材の安定供給と利用の促進

■県産材の効率的搬出の促進
■多用途かつ安定的な供給・利用

(1)計画作成の促進

(2)生産基盤の強化

(3)木材搬出の促進

Ⅲ．持続的に森林資源を供給する森林づくり

(1)生息・生育環境としての森林の保全

(2)野生動植物の適正な保護管理

Ⅳ．生物多様性が保全される森林づくり

(1)レクリエーションの場づくり

(2)イベント等の活用によるレクリエーションの機会づくり

Ⅴ．森林のレクリエーション機能の強化

(1)森林施業の促進

(2)森林法の適切な運用

(3)山地災害予防・復旧

Ⅱ．災害に強い森林づくり

(1)奈良県フォレスターアカデミーの運営

及び奈良県森林技術センターとの連携強化

(2)県・市町村連携による奈良県フォレスター制度の運用

(3)新たな森林環境管理を担う人材の確保

Ⅰ．新たな森林環境管理体制の推進

令和2年3月に制定した「奈良県森林環境の維持向上により森林と人との恒久的な共生を図る条例」及び「奈良県県産材の安定供給及び利用の促進に関する条例」に基づき、
県の新たな森林環境管理制度の方向性を明確にし、森林環境の維持向上及び県産材の利用促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するために、「奈良県森林環境の維持
向上及び県産材の利用促進に関する指針」を策定しました（令和3年4月～第1期、令和8年4月～第2期）。指針においては、理念・目標・施策の柱（8本柱）を定めています。

適正人工林

自然林・天然林

恒続林
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(1)公共建築物・公共工事への県産材利用の推進

(2)民間における県産材利用の促進

(3)木質バイオマス利用の促進

(4)県産材の需要拡大を担う人材の育成

Ⅶ．県産材の需要拡大

(1)木材加工の効率化

(2)木材流通の合理化

Ⅷ．県産材の加工・流通の促進

(1) ブランド力の向上

(2)国内外への販路開拓支援

Ⅵ．県産材のブランド戦略の推進



これまで、施業放置林整備、里山づくり、森林環境教育等の事業により、一定の
成果を得てきましたが、県内には依然多くの施業放置林が存在します。

令和元年度から、国）森林環境譲与税が市町村に譲与（令和6年度より、国）森
林環境税として課税）されており、事業推進の両輪として、国）譲与税と県）環境
税を組み合わせて取り組んでいます。

第4期からは、施業放置林の解消のための「混交林誘導整備」、人材養成のため
の「奈良県フォレスターアカデミー運営」に取り組むほか、従来から実施してきた
「森林環境教育の推進」、「森林生態系の保全」については、市町村域を超えた広
域的な事業を継続実施してきました。

第5期（令和8年度～12年度）からは、上記の施策に加えて、森林資源の循環に
必要な木材の利活用を進めるとともに、森林環境保全の意義について県民からの理
解を得るため、「県産材利用の促進」に新たに取り組みます。

3 奈良県森林環境税を使った取組

奈良県では、平成18年度より、「私たちの暮らしに様々な恵みを与えてくれる森
林を、県民みんなで守り育てるという意識を醸成するとともに、森林環境を保全す
る」ことを目的として、県独自に奈良県森林環境税を導入し、県内の森林環境を守
る取組を進めています。

1．奈良県森林環境税の目的

県民税均等割額に、個人は年額500円、法人は均等割額の5％をそれぞれ上乗せし
てご負担いただいています。
税収額は年間約3億7千万円で、「奈良県森林環境保全基金」に積み立てた後、各

施策に活用しています。

2．奈良県森林環境税の仕組み

3．奈良県森林環境税を使った取組

事業所得者 給与所得者 法人

市町村

県

森林をすべての県民で守り育てるという意識の醸成と、森林環境の保全に関する施策

奈良県森林環境保全基金

雇用主

（特別徴収義務者）

納付 納入

納付

積立

払い込み

普通徴収 特別徴収 申告納付

500円/年 均等割額の5％500円/年

3億7千万円/年
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第1期～第3期：

H18~R2

森林環境教育の
推進

森林生態系の保全

施業放置林の整備
（強度間伐）

里山整備の推進

施業放置林の整備
(混交林誘導整備)

森林環境教育の
推進

森林生態系の保全

第4期：R3~R7

人材養成
(ﾌｫﾚｽﾀｰｱｶﾃﾞﾐｰ運営)

市町村が
国）譲与税で実施

市町村が
国）譲与税で実施

広
域
的
事
業
の
み

～
広
域
的
事
業
の
み

R1

施業放置林の解消 森林環境教育の推進 森林生態系の保全

施業放置林の整備
(混交林誘導整備)

森林環境教育の
推進

森林生態系の保全

第5期：R8~R12

人材養成
(ﾌｫﾚｽﾀｰｱｶﾃﾞﾐｰ運営)

県産材利用の促進

広
域
的
事
業
の
み



パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や
災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点
から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は令和6年度から課税、森林環境譲与税は平成31年度（令和元年

度）から市町村及び県に譲与されています。

【森林環境譲与税の使途】

・市町村 ：森林整備（間伐、人材育成・担い手確保、木材利用の促進や普及啓発等）
及びその促進に関する費用

・都道府県：森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用

森林環境譲与税は、市町村の体制整備の進捗に伴い、段階的に譲与額が増加するよう
に設定されています。市町村及び県への譲与額は、私有林人工林面積、林業就業者数及
び人口による基準で按分して譲与されています。

4-1 森林経営管理法・森林環境譲与税

平成31年４月から「森林経営管理法」という森林に関する新しい法律が施行され
ています。

この法律により、管理が不十分な人工林について、森林所有者自らが経営管理を
実行できない場合、市町村が森林経営管理の委託を受けて整備することが可能とな
ります。

奈良県においては、地域や市町村により森林・林業の状況、森林に関する情報の
整備状況が大きく異なることから、市町村ごとに全体方針や意向調査の進め方につ
いて指導・助言を行い、国）森林環境譲与税を活用しながら、地域の状況に応じた
森林整備を促進しています。

「森林経営管理制度」の流れ

▼ 森林が適切に経営・管理されていない場合

① 市町村から森林所有者に、所有森林を今後どのように管理経営したいか等の
意向を確認します。

② 市町村に経営管理を委託したいと回答した場合、市町村と協議のうえ、市町村が
必要かつ適当と認める場合は、経営管理の委託手続を行います。

▼ 市町村に経営を委託した場合

③ 林業経営に適した森林は「意欲と能力のある林業経営者」に経営管理を再委
託します。

④ 林業経営に適さない森林は市町村が管理します。

森林経営管理法 森林環境譲与税

森林整備 人材育成 木材利用

意欲と能力のある
林業経営者

市町村が管理

①意向を確認

②経営管理
を委託

④林業経営に適さない森林

③林業経営に適した森林
：経営管理を再委託

市町村森林所有者
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市町村支援

人材育成・確保

次世代型森林情報活用推進事業

新たな森林環境管理制度担い手確保事業

森林経営管理制度推進事業

市町村が行う森林所有者への意向調査・境界明確化・経営管理権
集積計画作成等に関する助言・指導を行うとともに、研修会・説
明会を開催することで、制度の円滑な導入・推進を図ります。

県内民有林全域について、解析作業を実施。その結果得られる精
度の高い森林資源情報や詳細な地形情報を整備・管理し、市町村
へ提供することで、森林整備の推進を図ります。

森林クラウドシステム導入事業

県・市町村・林業事業体等が保有している森林・林業に関連する
情報を一元化し、相互利用できる「森林クラウドシステム」を導
入します。

紀伊半島3県連携森林管理研究・開発事業

紀伊半島3県（和歌山県、三重県、奈良県）で協議会を立ち上げ、
森林・林業にかかる共通課題について研究や機械開発を行い、市
町村支援に役立てます。

林業就業者の掘り起こし、県内林業事業者へのマッチング等を行
い、市町村が実施する森林整備を担うべき人材の育成及び確保を
図ります。

奈良県の取組（令和8年度）

奈良県フォレスター活用推進事業

奈良県フォレスターを受け入れた市町村に対し、森林経営管理制
度を始めとした施業放置林の解消を加速させるための奈良県フォ
レスター活動経費を支援します。

県単独林業機械購入支援事業

間伐実行能力の向上とより効率的な木材生産に必要となる林業機
械の購入経費を支援します。

林業機械レンタル事業

県造林事業の施行地で木材生産を実施する際に使用する林業機械
のレンタル経費を支援します。

建築物木造木質化推進事業

市町村のための建築物木造化相談アドバイザーの派遣を

行います。

林業労働力確保支援センター推進事業

林業労働力確保支援センターを支援することにより、林業の担い
手確保・育成の推進を図ります。

持続的な林業経営確立支援事業

効率的かつ安定的な林業経営を行う「地域の中核的な林業事業
体」を育成し、本県における林業経営のモデルを確立することで、
雇用の安定と森林整備の促進を図ります。

木材利用促進

県産材海外ブランド戦略推進事業

県産材の価値への理解が期待される欧州に向けた、県産材のブラ
ンド価値を高めるためのＰＲ活動を行います。

県産材を使用した建築物助成事業

住宅の構造材や内装材に「奈良県産材」「奈良県地域認証材」
「奈良県産JAS材」を使用して、新築やリフォーム等を行う県外
住宅に対して助成します。

4-2 森林環境譲与税を使った取組

※市町村においても、森林環境譲与税を使って、森林整備、木材利用、普及啓発、人材育成などの取組を行っています。
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豊かな国土の基盤である森林・みどりに対する国民的理解を深めるために開催す
る、国土緑化運動の中心的行事です。
天皇皇后両陛下の御臨席を賜るとともに、県内外から多くの参加者を迎え、式典

行事や記念植樹を行います。
奈良県では昭和56年（1981年）以来46年ぶり2回目の大会開催となります。

第77回全国植樹祭の開催意義や、開催理念などを多くの方に知っていただくため、
全国や県内から大会広報などに用いるテーマやシンボルマーク、ポスター原画など
を募集しました。

5 第７７回全国植樹祭開催に向けた取組
1．全国植樹祭とは 3．大会テーマ・シンボルマーク等

主 催
開催時期
開催規模
式典会場
大会内容

開催理念

大 会 の
基本方針

２．第７７回全国植樹祭の開催概要

公益社団法人国土緑化推進機構・奈良県
令和9年（2027年）春季
約4,000人（招待者2,600人、実施本部・出演者等1,400人）
平城宮跡歴史公園 朱雀門ひろば（奈良市）
式典行事、植樹行事、関連行事

①森林環境の維持向上が国民生活の安定的な向上に不可欠であることが
国民共通の理解となるとともに、森林と人との恒久的な共生を図るた
めの取組を一層進める契機とします。

②私たちが今見ている森林はさまざまな歴史の積み重ねの上にあるとい
う意識を持ち、伝統的な育林技術と木工技術が一体となり発展した
「木の文化」を後世に伝えていきます。

①奈良県の豊かな自然や歴史文化等の魅力を全国に向けて発信し、県外
から訪れる多くの参加者が、奈良県にまた来たいと思われるような温
かみのある大会とします。

②森を守り、木を活かし続けてきた先人たちの営みに想いを馳せ、その
結実を受け継いでいく決意を新たにする大会とします。

③「百年後の理想の森」をはぐくみ、未来の子どもたちに残していく機
運を作り上げる希望に満ちた大会とします。

朱雀門ひろば全景 式典会場イメージ図

大会テーマ

作者：橋本 七海（はしもと ななみ）さん

（奈良市立一条高等学校１年） ※学校・学年は応募時

開催理念や基本方針、また奈良のことを理解した上で的確に表現し、「つなぐ」と
いう言葉に未来への広がりを感じる 。
また、「あをによし」という奈良の枕詞が適切に使用されており、奈良らしさと知性

を感じるテーマとなっている。

全国2,364点から選ばれました！

大会シンボルマーク

作者：野本 貴哉 （のもと たかや）さん（埼玉県）

奈良県の象徴としての鹿をモチーフに取り入れながら、針葉
樹と広葉樹が混ざった多様な森林の姿が描かれており、今回
の「開催理念」や「大会テーマ」が巧みに表現されている。
又、特にシンボルマークとして、目を引く洗練されたデザイン

になっており、とても良くまとまっている作品である。

全国284点から選ばれました！

大会ポスター原画

作品名：「植樹にかかる虹」
作者：上村 貴乎（かみむら とうこ）さん
（増田絵画教室／葛城市立磐城小学校６年）

全国植樹祭のテーマ（植樹及び森林・樹木の保護・保育の
表現）と、植樹の様子を上手く描き、広く緑化活動への意識を
高めるように、わかりやすく表現している。
また、色彩が華やかで、緑化ポスターとしての構図が、上手

くまとまりがあり、今回の「開催理念」に沿った、特に優れたポ
スター作品である。

県内267点から選ばれました！

大会ロゴマーク

植樹祭のシンボル木製地球儀第74回全国植樹祭（岡山県大会）のお手植え・お手播き 🄫埼玉県
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Ⅶ 県産材の需要拡大 Ⅷ 県産材の加工・流通の促進

Ⅲ 持続的に森林資源を供給する森林づくり

Ⅰ 新たな森林環境管理体制の推進 Ⅱ 災害に強い森林づくり

■施業放置林の解消
・混交林（恒続林化・自然林化）への誘導
群状択伐や病虫獣害等の被害木の伐採等を
実施
地域の特性に応じた広葉樹等を植栽

■新たな森林環境管理体制の構築・推進
・フォレスターアカデミーの運営
・奈良県フォレスターの配置
・恒続林化の促進

■基幹となる林道の整備

■木材安定供給団地からの木材搬出の促進
施業を集約化し、作業道等の基盤整備と
機械化を進め、低コストで安定的に木材
生産

・まとまった森林施業区域において奈良県
独自の作業道「奈良型作業道」の重点整備

・利用間伐を繰り返し実施
・高性能林業機械等の導入助成

■混交林への誘導

■森林病害虫防除
・ナラ枯れ対策協議会開催等による情報共有

■ブランド力の向上
・ポータルサイト等による県産材の魅力の発信
・「奈良の木づかい運動」の実施 ・木育の推進

■国内外への販路拡大支援
・首都圏で開催される展示商談会等への出展支援
・ポータルサイトの海外向け再編集・多言語化

■建築物への県産材・木材加工利用技術の研究利用促進
・県産材を活用した住宅・非住宅への助成

・市町村への建築物木造化アドバイザー派遣

■木質バイオマスの利用促進
・地域内エコシステムの推進
・木質バイオマス供給施設整備への補助

■県産材の需要拡大を担う人材の育成
・非住宅木造建築の設計･施工・に関わる
技術者の育成

■木材加工の効率化、木材流通の合理化
・木材加工流通施設整備への補助
・JAS認証取得の促進

■新たな森林環境管理を担う人材の確保
奈良労働局、県林業労働力確保支援センター、県森林組合

連合会、フォレスターアカデミーと連携し、新規林業就業者の
確保・育成・定着
・「地域の中核的な林業事業体」を育成し、本県にける林業
経営のモデルを確立

・新規林業就業者の掘り起こし、県内林業事業者への的確な
マッチング

Ⅵ 県産材のブランド戦略の推進

Ⅳ 生物多様性が保全される森林づくり

適正人工林
恒続林

6 施策の概要
自然林・天然林

■山地災害の予防と復旧（治山事業）
・機能の低下した保安林の計画的整備
・山地災害を未然に防止するための
治山施設整備

・山地災害を復旧するための治山施設整備

■森林環境教育
・指導者の養成の推進
・小学生向け副読本等の作成・配布
・森の学校の開催

Ⅴ 森林のレクリエーション機能の強化

森林環境課

県産材利用推進課

■森林経営管理制度運用に関する
市町村支援
・森林クラウドの構築
・航空レーザ測量による
森林資源情報の活用促進

・紀伊半島3県に共通する
課題の共同研究

・Jクレジット制度の登録・認証
の促進

■県営林の森林整備の推進

■計画的な集約化施業の促進
森林所有者、森林組合、林業事業体が行う森林経営
計画等に基づく計画的な森林施業を促進

・森林経営計画に基づく森林施業に対する助成
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7   参考資料：奈良県の森林・林業・木材産業の現状と課題

間伐等の保育を必要とする3～12齢級の要間伐林分が約6割を占めています。
また、95年生（19齢級）以上の森林が全体の13％と、全国平均の4％に比べ高い

割合にあります。

森林所有の形態では、戸数割合では小規模経営（5ha未満）の林家が約9割を占
めていますが、面積割合では50ha以上の大面積経営林家の所有が約5割を占めて
います。

1．人工林（針葉樹）の林齢構成・所有形態

山村地域の過疎化や林業生産活動の低迷等により、林業従事者が減少するとと
もに、依然として平均年齢は高齢です。

県内の新規就業者は、平成21年度以降増加傾向にあり、平成27年度には43人に
なりましたが、その後落ち込み、令和6年度には27人となっています。

森林組合員の所有する森林の割合
（森林加入率）は、全国平均と同水準
であり、作業員数や1森林組合当たり
の総収益などは、全国平均を大きく
下回っています。

本県は地形が急峻なこともあり、林道密度や作業道等を含めた林内路網密度は
全国平均を下回っています。
「奈良型作業道」を中心とした林内路網の整備とともに、林業機械導入による

低コスト木材生産の推進と、その担い手の育成・確保が必要です。

2．林業就業者・森林組合・林業生産基盤
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新設住宅着工戸数の減少や住宅工法の多様化により、木造住宅の着工戸数が
減少する中で、木造率は増加傾向にあります。

木材価格はスギの昭和55年、ヒノキの平成2年をピークに、以降は総じて下降傾
向が続いていましたが、令和3年度以降はスギ・ヒノキともに上昇傾向が見られま
す。

吉野町、桜井市を中心に、製材、集成材工場等の二大木材団地を形成し、国産
材を中心に加工しています。木材産業は地域経済における重要な位置を占めてい
ますが、近年は入荷量が減少しています。

3．住宅着工数・木材入荷量・木材価格

木材価格の低迷等により、素材生産・造林・保育などの林業生産活動は減退し
ています。

また、間伐面積のうち、間伐財を搬出する割合は近年増加傾向にはあるものの
3割程度であり、搬出に必要な基盤整備と、間伐材利用の促進が課題です。

4．林業生産活動・素材生産活動

森林の多面的機能の持続的な発揮を図るためには、必要な手入れがなされずに
放置された施業放置林の整備や、より防災機能の高い混交林への誘導が必要です。
また、森林環境を県民全体で保全するという意識の醸成が必要です。

5．森林環境の保全
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※ 中丸太径14～22㎝長さ3.65～4mの㎥当たりの価格


